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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータにより実施される方法であって、
　クライアント装置において、ウェブページに関連する一又は複数の符号化画像をダウン
ロードするステップと、
　前記クライアント装置において、前記一又は複数の符号化画素得をバッファするステッ
プと、
　前記一又は複数の符号化画像に関連する利用タイプを確認するステップと、
　ある利用タイプの一又は複数の符号化画像を要求に応じて復号するステップとを有する
、方法。
【請求項２】
　前記ダウンロードするステップの後に、前記一又は複数の符号化画像に関連するメタデ
ータを復号する、前記メタデータは前記一又は複数の符号化画像に関連するサイズ情報を
含む、復号するステップをさらに有する、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項３】
　一利用タイプは初期化動作に関連する、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項４】
　一利用タイプはサムネイル画像の利用に関連する、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項５】
　一利用タイプは、関連する符号化画像が現在表示されていなくても、復号画像にアクセ
スする必要がある動作に関連する、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項６】
　一利用タイプは、関連する符号化画像が現在表示されていなくても、復号画像にアクセ
スする必要がある動作に関連する、前記一利用タイプは印刷動作を含む、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項７】
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　一利用タイプはフィルタ動作に関連する、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項８】
　一利用タイプは＜ｃａｎｖａｓ＞要素に関連する、
請求項１に記載のコンピュータにより実施される方法。
【請求項９】
　一又は複数のコンピュータ読み取り可能媒体であって、コンピュータにより実行される
と、前記コンピュータに、
　クライアント装置において、ウェブページに関連する一又は複数の符号化画像をダウン
ロードするステップと、
　前記クライアント装置において、前記一又は複数の符号化画素得をバッファするステッ
プと、
　前記一又は複数の符号化画像の少なくとも一つに関連する利用タイプを確認するステッ
プと、
　前記一又は複数の符号化画像の少なくとも他の一つに関連する利用の尤度を確認するス
テップと、
　ある利用タイプの一又は複数の符号化画像の前記少なくとも一つを要求に応じて復号す
るステップと、
　前記一又は複数の符号化画像の少なくとも他の一つが利用されそうなとき、前記一又は
複数の符号化画像の少なくとも他の一つを要求に応じて同期して又は非同期で復号するス
テップと
を有する方法を実行させるコンピュータ読み取り可能命令を記憶した媒体。
【請求項１０】
　一利用タイプは、関連する符号化画像が現在表示されていなくても、復号画像にアクセ
スする必要がある動作に関連する、
請求項９に記載の一又は複数のコンピュータ読み取り可能記憶媒体。
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